
収 支  予 算   書 

（令和 8 年 4月 1 日から令和 9 年 3 月 31日まで） 

単位：円 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

１． 経常増減の部 

（１）経常収益

利用料等収入 1,638,000 法人後見報酬・後見監督報酬

受取利息 45,600 

負担金収入 54,955,773  杉並区 41,414,591 円、杉並社協 13,541,182 円 

経常収益計 56,639,373 

（２） 経常費用

① 事業費 45,887,162 

給料手当 26,648,081 職員給料手当（事業従事割合） 

法定福利費 5,713,070 職員法定福利費（事業従事割合）

福利厚生費 123,882 

その他の報酬 4,754,530 委員、法律専門職、専門相談員、実務研修報酬他 

消耗品費 276,500 

事務用品費 133,000 

賃借料 1,807,272 ｻｰﾊﾞｰ・PC・UTM ﾘｰｽ料、相談管理システム

保険料 151,000 

修繕費 99,680 

旅費交通費 180,000 

通信費 525,400 電話利用料他

支払手数料 212,010 

広告宣伝費 586,000 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等作成費用

研修費 50,000 

業務委託費  528,000  議事録作成（運営委員会）

分担金 547,827

申立費用助成 3,499,260 成年後見制度利用助成事業他

雑費 50,000 

処分料  1,650  自転車処分料

② 管理費 10,752,211 

役員報酬 1,070,000 役員報酬

給料手当 4,382,079 職員給料手当（法人管理業務従事割合）

法定福利費 2,454,912 職員法定福利費（法人管理業務従事割合）

福利厚生費 42,359 

その他報酬 1,232,000 法律専門職報酬 

消耗品費 118,500 

事務用品費 57,000 

通信費 177,600 

賃借料 482,328 

修繕費 201,720 

支払手数料 166,930 

業務委託費 132,000  議事録作成（理事会）

分担金 234,783 

経常費用計 56,639,373 

当期経常増減額 0 

当期一般正味財産増減額 0 


